
 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 18 日大分市佐賀関の大規模火災による災害で、被害を受けられた皆様に、

心よりお見舞い申し上げます。 

この度の災害に伴い、マイナ保険証又は資格確認書を紛失あるいはご自宅に残したまま

避難したため、お手元にマイナ保険証等がない場合であっても、医療機関の窓口で、 

〇 氏名 

〇 生年月日 

〇 連絡先（電話番号） 

〇 お勤め先の事業所名 

を申し出ることにより、医療機関で受診することができます。 

※ 本取扱いに該当する地域については、内閣府ホームページ（災害救助法の適用状況）

からご確認ください。 

【令和 7 年 11 月 18 日大分市佐賀関の大規模火災による災害で 

被害を受けられた皆様へ】 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
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